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[案の 1-----5 ] [伺し、] r福島県民の 日j サマーキャンペーン実施要領について
サマーキャンペーン実施について (依頼)
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別紙 送付先

(案の 1) 各市町村長

(案の 2) 各地方振興局長

(案の 3) 知事直轄各課(室)長

各部(局)各課(室)長

教育庁各(室)課長

警察本部長

(案の 4) 新“うつくしま、ふくしま"県民運動推進会構成団体の長

(案の 5) 各市町村立・民営NPO・ボランティア活動支援センター長

(案の 6) 福島県認証特定非営利活動法人代表者 (795法人)

以前に協賛事業を実施している団体等
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2 5文ス第 188号

平成25年 5月 日

各市町村長様

福島県文化スポーツ局長

(公印省略 )

「福島県民の日 j サマーキャンペーンの実施について(依頼)

8月 21日に 17回目となる「福島県民の日 j を迎えるにあたり、郷土についての理解

と関心を高め、県民が一体となって豊かな福島県を築き上げることを期するとの県民の日

の趣旨について再認識するとともに、広く周知するため、別紙要領のとおり実施します。

つきましては、当該事業に御賛同いただき、公共施設の開放や協賛イベントなど、「福

島県民の日 J記念事業を実施いただきますとともに、関係団体等に当該事業について御周

知くださいますようお願いいたします。

また、実施される事業について、取りまとめて広く 県民に周知したいので、記念事業を

実施される場合は、 ド記により御回答いただきますよう、併せてお願いいたします。
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1 実施期間 今月)日(臼j

7月 1日(月)-----弘月久1日(士)

2 記念事業等の回答について

(1) 提出様式

ア 施設を開放する場合

イ 記念事業実施の場合

(2) 提出先

県庁文化スポーツ局文化振興課

(3) 提出期限

別紙事業調査票(胞設の開放)

別紙事業調査票(記念事業)

平成 25年 6月 14 A (金)

(4) 提出方法

次のし、ずれかの方法でお願いします。なお、該当がない場合は回答不要です。

① 郵 送 T960-8670 (住所記載不要) 県庁文化振興諜あて

② FAX 024-52]-5677 

③ メーノレ bunlくa@pref.[ukush i ma. 19・JP

3 広報について

(1) 県ホームペー ジへの掲載

(2) 報道機関等への情報提供による広報



4 実施結果の報告について

事業実施後は、実施内容及び参加人数について報告をお願いします。

報告期限 平成 25年 9月 30日(月)

(事務担当文化振興課大内電話 024-52ト7179)
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平成25年5月 日

文化スポーツ局長

「福島県民の 口Jサマーキャンペーンの実施について(依頼)

8月 21日に 17回目 となる「福島県民の日Jを迎えるにあたり、郷土についての理解

と関心を高め、県民が一体となって豊かな福島県を築き上げる ことを期するとの県民の日

の趣旨について再認識するとともに、広く周知するため、別紙要領のとおり実施します。

つきましては、当該事業に御賛同いただき、公共施設の開放や協賛イベントなど、「福

島県民の日 J記念事業を実施いただきますとともに、関係団体等に当該事業について御周

知くださいますようお願いいたします。

また、実施される事業について、取りまとめて広く県民に周知したいので、記念事業を

実施される場合は、下記により御回答いただきますよう、併せてお願いいたします。

1 実施期間 q同 !日(日)

7月 1臼(月) '"'-8宵す寸唱......... (士)

2 記念事業等の回客について

(1)提出様式

日己

ア 施設を開放する場合

イ 記念事業実施の場合

(2) 提出先

別紙事業調査票(施設の開放)

別紙事業調査票(記念事業)

県庁文化スポーツ局文化振興諜

(3)提出期限

平成 25年 6月 14日(金)

(4) 提出方法

次のいずれかの方法でお願いします。なお、該当がない場合は回答不要です。

①郵 送 干960-8670 (住所記載不要) 県庁文化振興課あて

② F八 X 024-'52l 5677 

③ メール bunka@pre[. fukushima. ]g. jp 

3 広報について

( l) 県ホームページへの局載

(2) 報道機関等への情報提供による広報



4 実施結果の報告について

事業実施後は、実施内容及び参加人数について報告をお願いします。

報告期限 平成 25年 9月 30日(月)

(事務担当 文化振興課大内電話 024-52ト7179)
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文化スポーツ局長

「福島県民の日 j サマーキャンベーンの実施について(依頼)

8月 21日に 17回目となる「福島県民の円 j を迎えるにあたり、郷土についての理解

と関心を高め、県民が一体となって豊かな福島県を築き上げることを期するとの県民の 日

の趣旨について再認識するとともに、広く周知するため、別紙要領のとおり実施します。

つきましては、当該事業に御賛同いた1ぷき、公共施設の開欣や協賛イベントなど、 「福

島県民の臼 j 記念事業を実施いただき ますとともに、 関係団体等に当該事業について御周

知 くださ いますようお願いいたします。

また、実施される事業について、取りまとめて広く 県民に周知したいので、記念事業を

実施される場合は、下記により御回答いただきますよう、併せてお願いいたします。

記

1 実施期間 q月 IIヨ(/3)

7月 1日(月)----8}rす T性 ~は)

2 記念事業等の回答について

(1)提出様式

ア 施設を開放する場合 別紙事業調資票(施設の開放)

イ 記念事業実胞の場合 別紙事業調査票(記念事業)

(2) 提出先

県庁文化スポーツ局文化振興課

(3) 提出期限

平成 25年 6月 14日(金)

(4) 提出方法

次のいずれかの方法でお願いします。なお、該当がない場合は回答不要です。

①郵送 干960-8670 (住所記載不要) 県庁文化振興課あて

② FAX 021-52卜5677

③ メーノレ bunka@pref. fukush ima. 19. jp 



3 広報について

(1) 県ホームページへの掲載

(2) 報道機関等への情報提供による広報

4 実施結果の報告について

事業実施後は、実施内容及び参加人数について報告をお願いします。

報告期限 平成 25年 9月 30日(月)

(事務担当 文化振興課大内電話 024-52卜7179)




